


【国保】 
 

D-421 FT3（リチウム製剤の投与中） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、リチウム製剤投与中に副作用を確認する目的で実施する

TSH、FT3、FT4 の算定は認められず、甲状腺疾患が疑われる病名の場合

にのみ算定が認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 リチウム製剤の投与により、甲状腺機能低下症、甲状腺炎が現れること

があるため症状によりこれらの疾患を疑う場合には甲状腺検査が行われ

る。 

 しかしながら、治療中に派生する二次性疾患や副作用の発現監視を目的

とした検査の実施においても、検査に対応する傷病名の記載は必要である

ため、甲状腺疾患の疑い病名がない場合の算定は認められないと整理した。 

 


